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平成２５年度府民公募型整備事業　提案箇所位置図
● ： 府民提案型（安心・安全） 
● ： 府民提案型（景観） 

4．鞍馬川 護岸の整備等 

1．高野川 床止工の改良 

6．有栖川 河川法面の補強 

18．鞍馬川 床止工の補修 

17．清滝川 護岸の整備 16．清滝川 護岸の整備 

15．清滝川 護岸の補修 

14．高野川 護岸の整備 

13．有栖川 遊歩道の整備 

12．岩倉川 護岸の復旧 

11．早稲谷川 砂防ダムの改良等 

10．上桂川 護岸の復旧 

5．音羽川 堆積土砂の除去 

3．御室川 護岸の整備 

2．長代川 護岸の整備等 

7．高野川 堆積土砂の除去 

9．鴨川 護岸の整備 

19．筒江川 堆積土砂の除去 

21．明石川 堆積土砂の除去

22．熊田川 堆積土砂の除去 

23．熊田川 堆積土砂の除去 

24．細野川 護岸の整備 

25．上桂川 東屋と遊歩道の補修 

26．四ノ宮川 護岸及び河床の補修

8．高野川 桜の植栽 

20．宇野谷川 堆積土砂の除去

32．蛙ヶ谷 砂防ダムの設置 

29．鴨川 飛び石の新設・修復等 

30．鴨川 中州の除去等 

36．旧安祥寺川 遊歩道の柵の嵩上げ 

35．旧安祥寺川 ベンチの補修 



技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等と
の整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等
との調整の難
易

1 河川 　高野川
京都市左京区
山端川岸町～
松ヶ崎小竹藪町

　床止工の改良 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

2 河川 　長代川
京都市左京区
静市市原町

　護岸の整備と
　堆積土砂の除去

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

3 河川 　御室川
京都市右京区
鳴滝川西町

　護岸の整備 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

4 河川 　鞍馬川
京都市左京区
静市市原町

　護岸の整備と
　堆積土砂の除去

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

5 河川 　音羽川
京都市左京区
修学院

　堆積土砂の除去 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

②

6 河川 　有栖川

京都市右京区
嵯峨新宮町～
嵯峨広沢御所ノ内
町

　河川法面の補強 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

7 河川 　高野川
京都市左京区
八瀬秋元町

　堆積土砂の除去 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

②

9 河川 　鴨川
京都市北区
雲ヶ畑中津川町

　護岸の整備 無 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 実施せず

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

受付
番号

提案施設

提案概要
用地買収
の有無

工事の仕分け等（第１段階チェック） 技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果

審査委員会
意見等

備考

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

種別 名　　　　　称 所在地 対象

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 速効性

◆【技術審査結果】 
 ・実施する①…緊急性大 
 ・実施する②…緊急性中 
 ・実施する③…緊急性小 
 ・他事業で実施 
 ・実施しない 

安心・安全整備 

1



技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等と
の整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等
との調整の難
易

10 河川 　桂川（上）
京都市左京区
広河原下之町

　護岸の復旧 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

11 砂防
　早稲谷川
（砂防ダム）

京都市左京区
広河原下之町

　砂防ダムの改良等 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
一部実施

①

12 河川 　岩倉川
京都市左京区
上高野石田町～
岩倉大鷺町

　護岸の復旧 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

13 河川 　有栖川
京都市右京区
嵯峨大沢柳井手町
～嵯峨明星町

　遊歩道の整備 無 ×
④相当の事業期間を要する
大規模な工事

○ ○ ○ × × × 実施せず

14 河川 　高野川
京都市左京区
八瀬花尻町

　護岸の整備 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

15 河川 　清滝川
京都市北区
小野宮ノ上町

　護岸の補修 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

16 河川 　清滝川
京都市北区
小野宮ノ上町

　護岸の整備 無 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 実施せず

17 河川 　清滝川
京都市北区
小野上ノ町

　護岸の整備 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

審査委員会
意見等

備考
用地買収
の有無

受付
番号

提案施設

種別 名　　　　　称 所在地

技術審査
結果

工事の仕分け等（第１段階チェック） 技術審査（第２段階チェック）結果

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 速効性

対象

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

提案概要

◆【技術審査結果】 
 ・実施する①…緊急性大 
 ・実施する②…緊急性中 
 ・実施する③…緊急性小 
 ・他事業で実施 
 ・実施しない 

安心・安全整備 

    2



技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等と
の整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等
との調整の難
易

18 河川 　鞍馬川
京都市左京区
鞍馬二ノ瀬町

　床止工の補修 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

19 河川 　筒江川
京都市右京区
京北弓削町

　堆積土砂の除去 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

②

20 河川 　宇野谷川
京都市右京区
京北宇野町～
京北下宇津町

　堆積土砂と流木の除去 無 ×
①本河川は所管外（京都市
管理）である。

21 河川 　明石川
京都市右京区
京北浅江町

　堆積土砂の除去と
　護岸の補修

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

②

22 河川 　熊田川
京都市右京区
京北下熊田町

　堆積土砂の除去 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

②

23 河川 　熊田川
京都市右京区
京北下熊田町

　堆積土砂の除去 無 ×
①井堰管理者が行うべき内
容である。

24 河川 　細野川
京都市右京区
京北余野町

　護岸の整備 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

25 河川 　桂川（上）
京都市右京区
京北栃本町

　東屋と遊歩道の補修 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

種別 名　　　　　称 所在地 対象

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 速効性

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

受付
番号

提案施設

提案概要
用地買収
の有無

工事の仕分け等（第１段階チェック） 技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果

審査委員会
意見等

備考

◆【技術審査結果】 
 ・実施する①…緊急性大 
 ・実施する②…緊急性中 
 ・実施する③…緊急性小 
 ・他事業で実施 
 ・実施しない 

安心・安全整備 

  3



技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等と
の整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等
との調整の難
易

26 河川 　四ノ宮川
京都市山科区
四ノ宮川原町

　護岸及び河床の補修等 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

30 河川 　鴨川
京都市北区
西賀茂樋ノ口町
～小山東玄以町

　中州の除去等 無 ×
⑤他事業(中州管理の一環)
で実施

32 砂防 　蛙ヶ谷
京都市北区
西賀茂上庄田町

　砂防ダムの設置 有 × ①府の管理施設ではない

35 河川 　旧安祥寺川
京都市山科区
西野山中臣町

　ベンチの補修 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

36 河川 　旧安祥寺川
京都市山科区
西野山中臣町

　遊歩道の柵の嵩上げ 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

受付
番号

提案施設

提案概要
用地買収
の有無

工事の仕分け等（第１段階チェック） 技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果

審査委員会
意見等

備考

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

種別 名　　　　　称 所在地 対象

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 速効性

◆【技術審査結果】 
 ・実施する①…緊急性大 
 ・実施する②…緊急性中 
 ・実施する③…緊急性小 
 ・他事業で実施 
 ・実施しない 

安心・安全整備 

 4



技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等と
の整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等
との調整の難
易

8 河川 　高野川
京都市左京区
八瀬秋元町

　桜の植栽 無 ×
①既存施設の現状復旧では
ない

29 河川 　鴨川
京都市北区上賀茂
朝露ヶ原町及び西
賀茂東柿ノ木町

　飛び石の新設・修復
　草花の植栽

無 ×
①施設の新設と植栽等の環
境整備は本事業対象外

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①京都府の建設交通部、教育委員会、警察本部以外が管理する施設施設に関する工事
　②美化の向上につながらないもの
　③用地の取得が必要なもの
　④施設の形状やデザイン等を変更するもの
　⑤美化の効果が一時的なものや不法に投棄・占拠された物などの撤去
　⑥公共性のないもの、地域の要望と整合していないもの（特定の個人や団体等の利益に限られる工事は対象外）
　⑦一定の事業期間を要する大規模な工事及び建物の新築・大規模な改築工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

種別 名　　　　　称 所在地 対象

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 速効性

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

受付
番号

提案施設

提案概要
用地買収
の有無

工事の仕分け等（第１段階チェック） 技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果

事業委員会
意見等

備考

景観整備 

 5


